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▲ＩＰ通信網サービス契約約款 別冊 
（オープンコンピュータ通信網サービス 

（第２種オープンコンピュータ通信網サービスを除きます）） 

▲ＩＰ通信網サービス契約約款 別冊 
（オープンコンピュータ通信網サービス 

（第２種オープンコンピュータ通信網サービスを除きます）） 
 
⽬次 （略） 
 

 
⽬次 （略） 
 

 
   第１章 （略） 

 
   第１章 （略） 

 
   第２章 オープンコンピュータ通信網サービスの種類 

 
   第２章 オープンコンピュータ通信網サービスの種類 

 （オープンコンピュータ通信網サービスの種類） 
第３条 オープンコンピュータ通信網サービス（この別冊により提供するものに限ります。

以下同じとします。）には、次の種類があります。 

 （オープンコンピュータ通信網サービスの種類） 
第３条 オープンコンピュータ通信網サービス（この別冊により提供するものに限ります。

以下同じとします。）には、次の種類があります。 
 種  類 内         容   種  類 内         容  
 １ 削除 削除   １ 削除 削除  
 ２ 第４種オー

プンコンピュ
ータ通信網サ
ービス 

利⽤回線、ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線を使⽤して提供する
オープンコンピュータ通信網サービスであって、利⽤者識別符
号を送信することにより通信を⾏うことができるメニューを
含むもの 

  ２ 第４種オー
プンコンピュ
ータ通信網サ
ービス 

ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線を使⽤して提供するオープン
コンピュータ通信網サービスであって、利⽤者識別符号を送信
することにより通信を⾏うことができるメニューを含むもの 

 

 ３ 削除 削除   ３ 削除 削除  
 ４ 第６種オー

プンコンピュ
ータ通信網サ
ービス 

利⽤回線、ＤＳＬ回線、光アクセス回線⼜はモバイルアクセス
を使⽤して提供するオープンコンピュータ通信網サービスで
あって、その契約に係る特定のＩＰアドレスを使⽤して通信を
⾏うことができるメニューを含むもの 

  ４ 第６種オー
プンコンピュ
ータ通信網サ
ービス 

ＤＳＬ回線、光アクセス回線⼜はモバイルアクセスを使⽤して
提供するオープンコンピュータ通信網サービスであって、その
契約に係る特定のＩＰアドレスを使⽤して通信を⾏うことが
できるメニューを含むもの 

 

 ５〜６ （略） （略）   ５〜６ （略） （略）  
 
   第３章 （略） 

 
   第３章 （略） 

 
   第４章 契約 
    第１節 （略） 

 
   第４章 契約 
    第１節 （略） 

    第２節 第４種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約     第２節 第４種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約 
第23条 （略） 第23条 （略） 
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 （第４種契約申込みの⽅法） 
第24条 共通編第９条（ＩＰ通信網契約申込みの⽅法）に規定する契約申込みの⽅法とし

て、第４種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について当社が指定した⽅法に
より第４種契約の申込みを⾏っていただきます。 

 （第４種契約申込みの⽅法） 
第24条 共通編第９条（ＩＰ通信網契約申込みの⽅法）に規定する契約申込みの⽅法とし

て、第４種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について当社が指定した⽅法に
より第４種契約の申込みを⾏っていただきます。 

(1)〜(2) （略） (1)〜(2) （略） 
(3) 利⽤回線、ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線に係る特定協定事業者の⽒名⼜は名称 (3) ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線に係る特定協定事業者の⽒名⼜は名称 
(4) 利⽤回線、ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線について特定協定事業者と締結している

契約の内容（当社が別に定めるものに限ります。） 
(4) ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線について特定協定事業者と締結している契約の内

容（当社が別に定めるものに限ります。） 
(5) （略） (5) （略） 

（注）本条第４号に規定する当社が別に定める契約の内容は、特定協定事業者の契約約款
及び料⾦表（利⽤回線、ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線に係るものに限ります。）に規
定する事項のうち、当社が第４種オープンコンピュータ通信網サービスを提供するた
めに必要な事項及び料⾦⼜は⼯事に関する費⽤を適⽤するために必要な事項としま
す。 

（注）本条第４号に規定する当社が別に定める契約の内容は、特定協定事業者の契約約款
及び料⾦表（ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線に係るものに限ります。）に規定する事項
のうち、当社が第４種オープンコンピュータ通信網サービスを提供するために必要な
事項及び料⾦⼜は⼯事に関する費⽤を適⽤するために必要な事項とします。 

第24条の２〜第31条 （略） 第24条の２〜第31条 （略） 
    第３節 （略）     第３節 （略） 
    第４節 第６種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約     第４節 第６種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約 
第44条〜第45条 （略） 第44条〜第45条 （略） 
 （第６種契約申込みの⽅法） 
第46条 共通編第９条（ＩＰ通信網契約申込みの⽅法）に規定する契約申込みの⽅法とし

て、第６種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について当社が指定した⽅法に
より第６種契約の申込みを⾏っていただきます。 

 （第６種契約申込みの⽅法） 
第46条 共通編第９条（ＩＰ通信網契約申込みの⽅法）に規定する契約申込みの⽅法とし

て、第６種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について当社が指定した⽅法に
より第６種契約の申込みを⾏っていただきます。 

(1) （略） (1) （略） 
(2) 利⽤回線、ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線に係る特定協定事業者の⽒名⼜は名称 (2) ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線に係る特定協定事業者の⽒名⼜は名称 
(3) 利⽤回線、ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線に係る終端の場所 (3) ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線に係る終端の場所 
(4) 利⽤回線、ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線について特定協定事業者と締結している

契約の内容（当社が別に定めるものに限ります。） 
(4) ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線について特定協定事業者と締結している契約の内

容（当社が別に定めるものに限ります。） 
(5)〜(6) （略） (5)〜(6) （略） 

（注）本条第１項第４号に規定する当社が別に定める契約の内容は、特定協定事業者の契
約約款及び料⾦表（利⽤回線、ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線に係るものに限ります。）
に規定する事項のうち、当社が第６種オープンコンピュータ通信網サービスの料⾦⼜
は⼯事に関する費⽤を適⽤するために必要な事項とします。 

（注）本条第１項第４号に規定する当社が別に定める契約の内容は、特定協定事業者の契
約約款及び料⾦表（ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線に係るものに限ります。）に規定す
る事項のうち、当社が第６種オープンコンピュータ通信網サービスの料⾦⼜は⼯事に
関する費⽤を適⽤するために必要な事項とします。 
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第47条 （略） 第47条 （略） 
 （最低利⽤期間） 
第48条 共通編第11条（最低利⽤期間）に規定する最低利⽤期間として、第６種オープン

コンピュータ通信網サービスには、料⾦表第１表（料⾦）に定めるところにより最低利⽤
期間があります。 

 （最低利⽤期間） 
第48条 （略） 

２ 前項の最低利⽤期間は、次のとおりとします。 ２ 前項の最低利⽤期間は、次のとおりとします。 
(1) 料⾦表第１表に規定する第６種オープンコンピュータ通信網サービスのタイプ２、

タイプ３⼜はタイプ４の場合 
 第６種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した⽇から起算して１⽉
間とします。 

(1) 料⾦表第１表に規定する第６種オープンコンピュータ通信網サービスのタイプ３
⼜はタイプ４の場合 
 第６種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した⽇から起算して１⽉
間とします。 

(2)〜(3) （略） (2)〜(3) （略） 
３ （略） ３ （略） 
第49条〜第51条 （略） 第49条〜第51条 （略） 
 （回線収容部の変更等） 
第52条 第６種契約者（料⾦表第１表（料⾦）に規定するカテゴリー１のタイプ２、タイ

プ３⼜はタイプ４に係る者⼜はカテゴリー８に係る者に限ります。）は、利⽤回線、ＤＳ
Ｌ回線⼜は光アクセス回線に係る終端の場所について変更の申込みを特定協定事業者に
⾏うときは、その内容について契約事務を⾏うＩＰ通信網サービス取扱所に届け出てい
ただきます。 

 （回線収容部の変更等） 
第52条 第６種契約者（料⾦表第１表（料⾦）に規定するカテゴリー１のタイプ３⼜はタ

イプ４に係る者⼜はカテゴリー８に係る者に限ります。）は、ＤＳＬ回線⼜は光アクセス
回線に係る終端の場所について変更の申込みを特定協定事業者に⾏うときは、その内容
について契約事務を⾏うＩＰ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 

２ 前項の届出により、その利⽤回線、ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線について他のＩＰ
通信網サービス取扱所の回線収容部ヘの収容の変更その他その利⽤回線、ＤＳＬ回線⼜
は光アクセス回線に係る第６種契約について契約内容の変更を⾏う必要が⽣じたとき
は、当社は、その変更を⾏います。 
 ただし、共通編第10条（ＩＰ通信網契約申込みの承諾）第２項各号及び第47条（第６
種契約申込みの承諾）各号のいずれかに該当する場合は、その変更を⾏わないことがあ
ります。 

２ 前項の届出により、そのＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線について他のＩＰ通信網サー
ビス取扱所の回線収容部ヘの収容の変更その他そのＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線に係
る第６種契約について契約内容の変更を⾏う必要が⽣じたときは、当社は、その変更を
⾏います。 
 ただし、共通編第10条（ＩＰ通信網契約申込みの承諾）第２項各号及び第47条（第６
種契約申込みの承諾）各号のいずれかに該当する場合は、その変更を⾏わないことがあ
ります。 

３ （略） ３ （略） 
第52条の２〜第59条 （略） 第52条の２〜第59条 （略） 
    第５節〜第６節 （略）     第５節〜第６節 （略） 
 
   第５章〜第６章 （略） 

 
   第５章〜第６章 （略） 
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   第７章 通信 

 
   第７章 通信 

第87条 （略） 第87条 （略） 
 （料⾦適⽤上必要な事項の測定等） 
第88条 削除 

 （料⾦適⽤上必要な事項の測定等） 
第88条 削除 

２ （略） ２ （略） 
３ 第４種オープンコンピュータ通信網サービスに係る接続利⽤者識別符号数（第４種契

約者が指定する者が利⽤回線⼜はＤＳＬ回線若しくは光アクセス回線を使⽤して⾏った
通信の数をいいます。以下同じとします。）の測定等については、料⾦表第１表に定める
ところによります。 

３ 第４種オープンコンピュータ通信網サービスに係る接続利⽤者識別符号数（第４種契
約者が指定する者がＤＳＬ回線若しくは光アクセス回線を使⽤して⾏った通信の数をい
います。以下同じとします。）の測定等については、料⾦表第１表に定めるところにより
ます。 

４ （略） ４ （略） 
 
   第８章〜第10章 （略） 

 
   第８章〜第10章 （略） 

 
別記 

 
別記 

１〜４ （略） １〜４ （略） 
５ オープンコンピュータ通信網サービスに係る回線制御装置の提供等 ５ オープンコンピュータ通信網サービスに係る回線制御装置の提供等 

(1) （略） (1) （略） 
(2) 回線制御装置の提供の請求を⾏うことができるＩＰ通信網契約者は、料⾦表第３表

に規定する回線制御装置の種別ごとに、次のとおりとします。 
(2) 回線制御装置の提供の請求を⾏うことができるＩＰ通信網契約者は、料⾦表第３表

に規定する回線制御装置の種別ごとに、次のとおりとします。 
 種 別 ＩＰ通信網契約者   種 別 ＩＰ通信網契約者  
 ＶＰＮ型 ア 第６種契約者（料⾦表第１表（料⾦）に規定するカテゴリ

ー１（タイプ２のプラン２⼜はタイプ６に係るものに限りま
す。）に係る者、カテゴリー３（タイプ６⼜はタイプ７に係る
ものに限ります。）に係る者、カテゴリー８に係る者及びカテ
ゴリー９に係る者を除きます。） 

  ＶＰＮ型 ア 第６種契約者（料⾦表第１表（料⾦）に規定するカテゴリ
ー１（タイプ６に係るものに限ります。）に係る者、カテゴリ
ー３（タイプ６⼜はタイプ７に係るものに限ります。）に係る
者、カテゴリー８に係る者及びカテゴリー９に係る者を除き
ます。） 

 

  イ〜ウ （略）    イ〜ウ （略）  
 ＵＴＭ型 第６種契約者（料⾦表第１表（料⾦）に規定するカテゴリー１

（タイプ２⼜はタイプ６に係るものに限ります。）に係る者、カ
テゴリー２（タイプ２に係るものに限ります。）に係る者及びカ
テゴリー３（タイプ２、タイプ６⼜はタイプ７に係るものに限
ります。）に係る者を除きます。） 

  ＵＴＭ型 第６種契約者（料⾦表第１表（料⾦）に規定するカテゴリー１
（タイプ６に係るものに限ります。）に係る者及びカテゴリー
３（タイプ６⼜はタイプ７に係るものに限ります。）に係る者を
除きます。） 
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 ＢＢルーター型 （略）   ＢＢルーター型 （略）  
 ＩＰｏＥルータ

ー型 
（略）   ＩＰｏＥルータ

ー型 
（略）  

(3)〜(17) （略） (3)〜(17) （略） 
５の２〜12 （略） ５の２〜12 （略） 
13 保守⼀元サービスの提供等 13 保守⼀元サービスの提供等 

(1) 当社は、ＩＰ通信網契約者（第６種契約者（料⾦表第１表（料⾦）に規定するカテ
ゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３若しくはカテゴリー８であって、タイプ２、タ
イプ３若しくはタイプ４に係る者に限ります。）⼜は第７種契約者（料⾦表第１表（料
⾦）に規定するコースＵに係る者に限ります。）に限ります。以下、13において同じと
します。）から請求があったときは、その契約に係る特定協定事業者の提供するＤＳＬ
回線、光アクセス回線⼜は利⽤回線（いずれも特定加⼊者回線となるもの及び特定協
定事業者の卸電気通信役務を利⽤する他の電気通信事業者の電気通信サービスに係る
ものを除きます。以下13において同じとします。）の故障等に係る保守⼀元サービス
（ＩＰ通信網契約者が特定協定事業者へ修理の請求等を⾏うものを当社が⼀元的に取
次ぎ、代⾏して⾏うものをいいます。以下同じとします。）を提供します。この場合、
ＩＰ通信網契約者は料⾦表第３表（附帯サービスに関する料⾦）に規定する料⾦の⽀
払いを要します。 

(1) 当社は、ＩＰ通信網契約者（第６種契約者（料⾦表第１表（料⾦）に規定するカテ
ゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３若しくはカテゴリー８であって、タイプ３若し
くはタイプ４に係る者に限ります。）⼜は第７種契約者（料⾦表第１表（料⾦）に規定
するコースＵに係る者に限ります。）に限ります。以下、13において同じとします。）
から請求があったときは、その契約に係る特定協定事業者の提供するＤＳＬ回線⼜は
光アクセス回線（いずれも特定加⼊者回線となるもの及び特定協定事業者の卸電気通
信役務を利⽤する他の電気通信事業者の電気通信サービスに係るものを除きます。以
下13において同じとします。）の故障等に係る保守⼀元サービス（ＩＰ通信網契約者が
特定協定事業者へ修理の請求等を⾏うものを当社が⼀元的に取次ぎ、代⾏して⾏うも
のをいいます。以下同じとします。）を提供します。この場合、ＩＰ通信網契約者は料
⾦表第３表（附帯サービスに関する料⾦）に規定する料⾦の⽀払いを要します。 

(2) （略） (2) （略） 
14 （略） 14 （略） 
 
料⾦表 
通則 （略） 

 
料⾦表 
通則 （略） 

 
第１表 料⾦（附帯サービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 利⽤料⾦ 
  １ 削除 

 
第１表 料⾦（附帯サービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 利⽤料⾦ 
  １ 削除 

  ２ 第４種契約に係るもの 
   ２－１ 適⽤ 

  ２ 第４種契約に係るもの 
   ２－１ 適⽤ 

 区  分 内         容   区  分 内         容  
 (1) （略） （略）   (1) （略） （略）  
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 (2) 細⽬に係る
料⾦の適⽤ 

ア 当社は、料⾦額を適⽤するにあたって、次のとおり通信の
態様による細⽬を定めます。 
(ア) アクセス回線による区別 

  (2) 細⽬に係る
料⾦の適⽤ 

ア 当社は、料⾦額を適⽤するにあたって、次のとおり通信の
態様による細⽬を定めます。 
(ア) アクセス回線による区別 

 

   区 別 内        容      区 別 内        容   
   タイプ２ 利⽤回線を使⽤して通信を⾏うことがで

きるもの 
         

   タイプ３ （略）      タイプ３ （略）   
   タイプ４ （略）      タイプ４ （略）   
   タイプ５ 利⽤回線、ＤＳＬ回線及び光アクセス回

線を使⽤して通信を⾏うことができるも
の 

     タイプ５ ＤＳＬ回線及び光アクセス回線を使⽤し
て通信を⾏うことができるもの 

  

   備考      備考   
   １ （略）      １ （略）   
   ２ カテゴリー１については、タイプ２からタイプ

４に限り提供します。 
     ２ カテゴリー１については、タイプ３とタイプ４

に限り提供します。 
  

   ３ カテゴリー２については、タイプ２からタイプ
４に限り提供します。 

     ３ カテゴリー２については、タイプ３とタイプ４
に限り提供します。 

  

   ４〜９ （略）      ４〜９ （略）   
   

(イ) アクセス回線の細⽬による区別 （略） 
    

(イ) アクセス回線の細⽬による区別 （略） 
 

   
(ウ) ＩＰアドレス数による区別 

    
(ウ) ＩＰアドレス数による区別 

 

   区 別 内        容      区 別 内        容   
   プラン１ （略）      プラン１ （略）   
   プラン２ （略）      プラン２ （略）   
   プラン３ （略）      プラン３ （略）   
   プラン４ （略）      プラン４ （略）   
   プラン５ （略）      プラン５ （略）   
   備考      備考   
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   １ ＩＰアドレス数による区別は、カテゴリー１で
あって、アクセス回線による区別がタイプ２から
タイプ４のものに限り適⽤します。この場合、アク
セス回線による区別及びアクセス回線の細⽬等に
よる区別ごとに提供するプランは、次表のとおり
とします。 

     １ ＩＰアドレス数による区別は、カテゴリー１で
あって、アクセス回線による区別がタイプ３⼜は
タイプ４のものに限り適⽤します。この場合、アク
セス回線による区別及びアクセス回線の細⽬等に
よる区別ごとに提供するプランは、次表のとおり
とします。 

  

    区   別 提供するプラン        区   別 提供するプラン    
    タイプ２  プラン１及びプラ

ン２ 
             

    タイプ３ （略） （略）        タイプ３ （略） （略）    
    タイプ４ （略） （略）        タイプ４ （略） （略）    
   ２ （略）      ２ （略）   
   

(エ)〜(ク) （略） 
    

(エ)〜(ク) （略） 
 

  イ （略）    イ （略）  
 (3) 利⽤料の適

⽤ 
ア 削除 
イ 第４種オープンコンピュータ通信網サービス（次の(ア)及

び(イ)に掲げるものに限ります。）に係る利⽤料については、
接続利⽤者識別符号数の料⾦⽉単位での累計数が次表に定
める基本額適⽤数までの場合（累計数が０の場合を含みま
す。）は基本額のみを適⽤し、基本額適⽤数を超える場合は、
基本額適⽤数を超える１ごとに加算額を計算し、基本額にそ
の額を加算して適⽤します。 
 ただし、カテゴリー２のタイプ４のコース１及びコースＮ
の基本額適⽤数については、それぞれの接続利⽤者識別符号
数を合算して適⽤します。 
(ア) カテゴリー１のもの（プラン１のものに限ります。） 

  (3) 利⽤料の適
⽤ 

ア 削除 
イ 第４種オープンコンピュータ通信網サービス（次の(ア)及

び(イ)に掲げるものに限ります。）に係る利⽤料については、
接続利⽤者識別符号数の料⾦⽉単位での累計数が次表に定
める基本額適⽤数までの場合（累計数が０の場合を含みま
す。）は基本額のみを適⽤し、基本額適⽤数を超える場合は、
基本額適⽤数を超える１ごとに加算額を計算し、基本額にそ
の額を加算して適⽤します。 
 ただし、カテゴリー２のタイプ４のコース１及びコースＮ
の基本額適⽤数については、それぞれの接続利⽤者識別符号
数を合算して適⽤します。 
(ア) カテゴリー１のもの（プラン１のものに限ります。） 

 

   区   別 基本額適⽤数      区   別 基本額適⽤数   
   タイプ２  20           
   タイプ３ （略） （略）      タイプ３ （略） （略）   
   タイプ４ （略） （略）      タイプ４ （略） （略）   
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(イ) カテゴリー２のもの 

    
(イ) カテゴリー２のもの 

 

   区   別 基本額適⽤数      区   別 基本額適⽤数   
   タイプ２ 300          
   タイプ３（コース１のも

の） 
（略）      タイプ３（コース１のも

の） 
（略）   

   タイプ４（コース１及びコ
ースＮのもの） 

（略）      タイプ４（コース１及びコ
ースＮのもの） 

（略）   

   タイプ４（コースＰ１のも
の） 

（略）      タイプ４（コースＰ１のも
の） 

（略）   

        
  ウ〜エ （略）    ウ〜エ （略）  
 (4)〜(9) （略） （略）   (4)〜(9) （略） （略）  
 
   ２－２ 料⾦額 
    ２－２－１ 利⽤料 
     (1) カテゴリー１のもの 
      ア タイプ２のもの 

 
   ２－２ 料⾦額 
    ２－２－１ 利⽤料 
     (1) カテゴリー１のもの 
      ア 削除 

 （⽉額）     
 区     分 単  位 料 ⾦ 額       
 プ ラ ン １

のもの 
基本額  １の第４種契

約者識別番号
ごとに 

78,000円 
(85,800円) 

        

  加算額 接続利⽤者識別符号
数が20を超えて100
までの部分 

１の接続利⽤
者識別符号ご
とに 

3,900円 
(4,290円) 

        

   接続利⽤者識別符号
数が100を超える部
分 

 3,800円 
(4,180円) 

        

 プ ラ ン ２
のもの 

  １の利⽤者識
別符号ごとに 

5,400円 
(5,940円) 
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      イ〜ウ （略） 

 
      イ〜ウ （略） 

     (2) カテゴリー２のもの 
      ア 削除 

     (2) カテゴリー２のもの 
      ア 削除 

      イ タイプ２のもの       イ 削除 
 （⽉額）     
 区     分 単  位 料 ⾦ 額       
 基本額   １の第４種契

約者識別番号
ごとに 

390,000円 
(429,000円) 

        

 加算額  接続利⽤者識別符号
数 が 300 を 超 え て
1,000までの部分 

１の接続利⽤
者識別符号数
ごとに 

1,300円 
(1,430円) 

        

   接続利⽤者識別符号
数が1,000を超える
部分 

 1,250円 
(1,375円) 

        

 
      ウ〜エ （略） 

 
      ウ〜エ （略） 

     (3)〜(4) （略）      (3)〜(4) （略） 
    ２－２－２ （略）     ２－２－２ （略） 
  ３ 削除   ３ 削除 
  ４ 第６種契約に係るもの 
   ４－１ 適⽤ 

  ４ 第６種契約に係るもの 
   ４－１ 適⽤ 

 区  分 内         容   区  分 内         容  
 (1) （略） （略）   (1) （略） （略）  
 (2) 品⽬及び細

⽬に係る料⾦
の適⽤ 

当社は、料⾦額を適⽤するにあたって、次表のとおり品⽬及び
通信⼜は保守の態様による細⽬を定めます。 
ア 通信の態様による細⽬ 

  (2) 品⽬及び細
⽬に係る料⾦
の適⽤ 

当社は、料⾦額を適⽤するにあたって、次表のとおり品⽬及び
通信⼜は保守の態様による細⽬を定めます。 
ア 通信の態様による細⽬ 

 

  (ア) アクセス回線による区別    (ア) アクセス回線による区別  
   区 別 内        容      区 別 内        容   
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   タイプ２ 利⽤回線を使⽤して通信を⾏うことがで
きるとともに、特定ダイヤルアップ回線
からアクセスポイントに接続して通信を
⾏うことができるもの 

         

   タイプ３ （略）      タイプ３ （略）   
   タイプ４ （略）      タイプ４ （略）   
   タイプ６ （略）      タイプ６ （略）   
   タイプ７ （略）      タイプ７ （略）   
   備考      備考   
   １〜２ （略）      １〜２ （略）   
   ３ 第６種オープンコンピュータ通信網サービスに

係る区別ごとに提供するアクセス回線による区別
は、次表のとおりとします。 

     ３ 第６種オープンコンピュータ通信網サービスに
係る区別ごとに提供するアクセス回線による区別
は、次表のとおりとします。 

  

    区 別 提供するアクセス回線に
よる区別 

       区 別 提供するアクセス回線に
よる区別 

   

    カテゴリー１ タイプ２からタイプ６        カテゴリー１ タイプ３からタイプ６    
    カテゴリー２ タイプ２からタイプ４        カテゴリー２ タイプ３⼜はタイプ４    
    カテゴリー３ タイプ２からタイプ７        カテゴリー３ タイプ３からタイプ７    
    カテゴリー５ （略）        カテゴリー５ （略）    
    カテゴリー６ （略）        カテゴリー６ （略）    
    カテゴリー７ （略）        カテゴリー７ （略）    
    カテゴリー８ （略）        カテゴリー８ （略）    
    カテゴリー９ （略）        カテゴリー９ （略）    
   ４ タイプ２からタイプ７までに係る通信（IPoE⽅

式による通信を除きます。）は、契約者識別符号及
び暗証符号を送信することにより⾏うことができ
ます。 

     ４ タイプ３からタイプ７までに係る通信（IPoE⽅
式による通信を除きます。）は、契約者識別符号及
び暗証符号を送信することにより⾏うことができ
ます。 

  

   ５ カテゴリー１のタイプ２からタイプ４まで⼜は
カテゴリー５については、利⽤回線、ＤＳＬ回線⼜
は光アクセス回線を使⽤する場合に限りその契約
に係る特定のＩＰアドレスを使⽤して通信を⾏う
ことができます。 

     ５ カテゴリー１のタイプ３若しくはタイプ４⼜は
カテゴリー５については、ＤＳＬ回線⼜は光アク
セス回線を使⽤する場合に限りその契約に係る特
定のＩＰアドレスを使⽤して通信を⾏うことがで
きます。 

  



ＩＰ通信網サービス契約約款 別冊 （オープンコンピュータ通信網サービス 
（第２種オープンコンピュータ通信網サービスを除きます）） 【現改⽐較表】 2023年12⽉1⽇時点 

〜2023年12⽉31⽇ 2024年1⽉1⽇〜 
 

11/17 

   ６ 第６種契約者は、アクセス回線による区別の変
更について、タイプ２、タイプ３⼜はタイプ４のう
ち、いずれか１のタイプから他のタイプへの変更
に限り、請求することができます。 

     ６ 第６種契約者は、アクセス回線による区別の変
更について、タイプ３⼜はタイプ４のうち、いずれ
か１のタイプから他のタイプへの変更に限り、請
求することができます。 

  

   
(イ)〜(ウ) （略） 

    
(イ)〜(ウ) （略） 

 

  (エ) ＩＰアドレス数による区別 
IPv4に係るＩＰアドレス 

   (エ) ＩＰアドレス数による区別 
IPv4に係るＩＰアドレス 

 

   区 別 内        容      区 別 内        容   
   プラン１ （略）      プラン１ （略）   
   プラン２ （略）      プラン２ （略）   
   プラン３ （略）      プラン３ （略）   
   プラン４ （略）      プラン４ （略）   
   プラン５ （略）      プラン５ （略）   
   備考 ＩＰアドレス数による区別は、カテゴリー１、カ

テゴリー５⼜はカテゴリー７からカテゴリー９
（カテゴリー７からカテゴリー９はＩＰアドレス
による区別が固定タイプのものに限ります。）であ
って、アクセス回線による区別がタイプ２からタ
イプ４のものに限り適⽤します。この場合、アクセ
ス回線による区別及びアクセス回線の細⽬等によ
る区別ごとに提供するプランは、次表のとおりと
します。 

     備考 ＩＰアドレス数による区別は、カテゴリー１、カ
テゴリー５⼜はカテゴリー７からカテゴリー９
（カテゴリー７からカテゴリー９はＩＰアドレス
による区別が固定タイプのものに限ります。）であ
って、アクセス回線による区別がタイプ３⼜はタ
イプ４のものに限り適⽤します。この場合、アクセ
ス回線による区別及びアクセス回線の細⽬等によ
る区別ごとに提供するプランは、次表のとおりと
します。 

  

    区   別 提供するプラン        区   別 提供するプラン    
    タイプ２  プラン１及びプラ

ン２ 
             

    タイプ３ （略） （略）        タイプ３ （略） （略）    
    タイプ４ （略） （略）        タイプ４ （略） （略）    
            
   

(オ) 〜(カ） （略） 
    

(オ) 〜(カ） （略） 
 

  イ （略）    イ （略）  
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  ウ 品⽬ 
(ア) タイプ２のもの 

   ウ 品⽬ 
(ア) 削除 

 

   品 ⽬ 内        容          
   64Kb/s 最⼤64kbit/sまでの符号伝送が可能なも

の 
         

   
(イ)〜(ウ) （略） 

    
(イ)〜(ウ) （略） 

 

 (3) 最低利⽤期
間内に契約の
解除等があっ
た場合の料⾦
の適⽤ 

ア 第６種オープンコンピュータ通信網サービス（タイプ２、
タイプ３若しくはタイプ４⼜はタイプ６のテレワーク・スタ
ートパックプランに限ります。）には、第６種オープンコンピ
ュータ通信網サービスの提供を開始した⽇から起算した最
低利⽤期間があります。 

  (3) 最低利⽤期
間内に契約の
解除等があっ
た場合の料⾦
の適⽤ 

ア 第６種オープンコンピュータ通信網サービス（タイプ３若
しくはタイプ４⼜はタイプ６のテレワーク・スタートパック
プランに限ります。）には、第６種オープンコンピュータ通信
網サービスの提供を開始した⽇から起算した最低利⽤期間
があります。 

 

  イ 第６種契約者は、最低利⽤期間内に第６種契約の解除があ
った場合は、第90条（定額利⽤料等の⽀払義務）及び料⾦表
通則の規定にかかわらず、次に掲げる額を、当社が定める期
⽇までに、⼀括して⽀払っていただきます。 

   イ 第６種契約者は、最低利⽤期間内に第６種契約の解除があ
った場合は、第90条（定額利⽤料等の⽀払義務）及び料⾦表
通則の規定にかかわらず、次に掲げる額を、当社が定める期
⽇までに、⼀括して⽀払っていただきます。 

 

  (ア) タイプ２、タイプ３⼜はタイプ４の場合 
 残余の期間（第６種契約の解除のあった⽇の翌⽇から起
算して最低利⽤期間の満了⽇までとします。）に対応する
定額利⽤料に相当する額 

   (ア) タイプ３⼜はタイプ４の場合 
 残余の期間（第６種契約の解除のあった⽇の翌⽇から起
算して最低利⽤期間の満了⽇までとします。）に対応する
定額利⽤料に相当する額 

 

  (イ) （略）    (イ) （略）  
  ウ 第６種契約者（タイプ２、タイプ３⼜はタイプ４に係る者

に限ります。）は、最低利⽤期間内に第６種オープンコンピュ
ータ通信網サービスの区別、品⽬⼜は通信⼜は保守の態様に
よる細⽬の変更（以下この欄において「品⽬等の変更」とい
います。）があった場合は、その品⽬等の変更について変更前
の定額利⽤料の額から変更後の定額利⽤料の額を控除し、残
額があるときは、その残額に残余の期間（変更のあった⽇の
翌⽇から起算して最低利⽤期間の満了⽇までとします。）を
乗じて得た額を、当社が定める期⽇までに、⼀括して⽀払っ
ていただきます。 

   ウ 第６種契約者（タイプ３⼜はタイプ４に係る者に限りま
す。）は、最低利⽤期間内に第６種オープンコンピュータ通信
網サービスの区別、品⽬⼜は通信⼜は保守の態様による細⽬
の変更（以下この欄において「品⽬等の変更」といいます。）
があった場合は、その品⽬等の変更について変更前の定額利
⽤料の額から変更後の定額利⽤料の額を控除し、残額がある
ときは、その残額に残余の期間（変更のあった⽇の翌⽇から
起算して最低利⽤期間の満了⽇までとします。）を乗じて得
た額を、当社が定める期⽇までに、⼀括して⽀払っていただ
きます。 
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  エ ウの場合に、品⽬等の変更と同時にその利⽤回線、ＤＳＬ
回線⼜は光アクセス回線に係る終端の場所において、第６種
オープンコンピュータ通信網サービスに係るＤＳＬ回線⼜
は光アクセス回線の新設⼜は契約の解除を⾏うときの残額
の算定は、同時に⾏う新設等のＤＳＬ回線⼜は光アクセス回
線に係る第６種オープンコンピュータ通信網サービスの定
額利⽤料を合算して⾏います。 

   エ ウの場合に、品⽬等の変更と同時にそのＤＳＬ回線⼜は光
アクセス回線に係る終端の場所において、第６種オープンコ
ンピュータ通信網サービスに係るＤＳＬ回線⼜は光アクセ
ス回線の新設⼜は契約の解除を⾏うときの残額の算定は、同
時に⾏う新設等のＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線に係る第
６種オープンコンピュータ通信網サービスの定額利⽤料を
合算して⾏います。 

 

 (4)〜(5) （略） （略）   (4)〜(5) （略） （略）  
 (6) 特定ダイヤ

ルアップ回線
の利⽤の場合
の定額利⽤料
の加算額の適
⽤ 

特定ダイヤルアップ回線の利⽤の場合の定額利⽤料の加算額
は、タイプ２からタイプ４に係る第６種契約者（カテゴリー２、
カテゴリー８及びカテゴリー９に係る者を除きます。）が１の
料⾦⽉において特定ダイヤルアップ回線（当社が別に定めるも
のに限ります。）から定額制アクセスポイント（アクセスポイン
トのうち１の料⾦⽉において少なくとも１の接続通信を⾏っ
た場合に料⾦を適⽤するものをいいます。以下、同じとしま
す。）に接続した場合に、４－２－３に規定する加算額を適⽤し
ます。 

  (6) 特定ダイヤ
ルアップ回線
の利⽤の場合
の定額利⽤料
の加算額の適
⽤ 

特定ダイヤルアップ回線の利⽤の場合の定額利⽤料の加算額
は、タイプ３⼜はタイプ４に係る第６種契約者（カテゴリー２、
カテゴリー８及びカテゴリー９に係る者を除きます。）が１の
料⾦⽉において特定ダイヤルアップ回線（当社が別に定めるも
のに限ります。）から定額制アクセスポイント（アクセスポイン
トのうち１の料⾦⽉において少なくとも１の接続通信を⾏っ
た場合に料⾦を適⽤するものをいいます。以下、同じとしま
す。）に接続した場合に、４－２－３に規定する加算額を適⽤し
ます。 

 

  （注） （略）    （注） （略）  
 (7)〜(12) 

（略） 
（略）   (7)〜(12) 

（略） 
（略）  

 
   ４－２ 料⾦額 
    ４－２－１ 定額利⽤料 
     (1) カテゴリー１のもの 
      ア タイプ２のもの 

 
   ４－２ 料⾦額 
    ４－２－１ 定額利⽤料 
     (1) カテゴリー１のもの 
      ア 削除 

 １契約ごとに⽉額     
 区     分 料 ⾦ 額        
 プラン１のもの   4,800円 

(5,280円) 
       

 プラン２のもの   6,800円 
(7,480円) 
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      イ〜オ （略） 

 
      イ〜オ （略） 

     (2) カテゴリー２のもの      (2) カテゴリー２のもの 
 １契約ごとに⽉額   １契約ごとに⽉額  
 区     分 料 ⾦ 額   区     分 料 ⾦ 額  
 タイプ２のもの   1,950円 

(2,145円) 
       

 タイプ３のもの （略） （略）   タイプ３のもの （略） （略）  
 タイプ４のもの （略） （略）   タイプ４のもの （略） （略）  
 
     (3) カテゴリー３のもの 
      ア タイプ２からタイプ４のもの 

 
     (3) カテゴリー３のもの 
      ア タイプ３⼜はタイプ４のもの 

 （⽉額）   （⽉額）  
 区     分 単 位 料⾦額   区     分 単 位 料⾦額  
 タ イ プ ２

のもの 
   １ の 契 約

ごとに 
2,050円 

(2,255円) 
         

 タ イ プ ３
のもの 

（略） （略） （略）   タ イ プ ３
のもの 

（略） （略） （略）  

 タ イ プ ４
のもの 

（略） （略） （略）   タ イ プ ４
のもの 

（略） （略） （略）  

 
      イ〜ウ （略） 

 
      イ〜ウ （略） 

     (4)〜(8) （略）      (4)〜(8) （略） 
    ４－２－２ 電⼦メールの利⽤の場合の定額利⽤料の加算額 
     (1) パターンＡ 

    ４－２－２ 電⼦メールの利⽤の場合の定額利⽤料の加算額 
     (1) パターンＡ 

 １契約ごとに⽉額   １契約ごとに⽉額  
 区     分 料 ⾦ 額   区     分 料 ⾦ 額  
 追加利⽤するメールアドレスが１の場合  （略）   追加利⽤するメールアドレスが１の場合 （略）  
 追加利⽤するメールアドレスが２の場合  （略）   追加利⽤するメールアドレスが２の場合 （略）  
 追加利⽤するメールアドレスが３の場合  （略）   追加利⽤するメールアドレスが３の場合 （略）  
 備考   備考  
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 １ 当社は、パターンＡを適⽤する電⼦メールを、カテゴリー１（タイプ２、タ
イプ３のコース１若しくはコース１の２⼜はタイプ４のコースＦ、コースＭ、
コースＢ、コースＰ１、コースＰ10若しくはコースＧＦであって、プラン１に
限ります。）、カテゴリー２、カテゴリー３（タイプ６及びタイプ７を除きま
す。）、カテゴリー５（タイプ４のコースＦ、コースＭ、コースＢ、コースＰ１、
コースＰ10⼜はコースＧＦであって、プラン１に限ります。）、カテゴリー６、
カテゴリー７（タイプ４のコースＦ、コースＭ⼜はコースＧＦであって、プラ
ン１、動的タイプ⼜は動的ライトタイプに限ります。）、カテゴリー８（タイプ
４のコースＵであって、プラン１、動的(ex)タイプ⼜は動的タイプに限りま
す。）⼜はカテゴリー９（タイプ４のコースＦ、コースＭ⼜はコースＧＦであ
って、プラン１、動的(ex)タイプ⼜は動的タイプに限ります。）に係る第６種
契約者に限り提供します。 

  １ 当社は、パターンＡを適⽤する電⼦メールを、カテゴリー１（タイプ３のコ
ース１若しくはコース１の２⼜はタイプ４のコースＦ、コースＭ、コースＢ、
コースＰ１、コースＰ10若しくはコースＧＦであって、プラン１に限ります。）、
カテゴリー２、カテゴリー３（タイプ６及びタイプ７を除きます。）、カテゴリ
ー５（タイプ４のコースＦ、コースＭ、コースＢ、コースＰ１、コースＰ10⼜
はコースＧＦであって、プラン１に限ります。）、カテゴリー６、カテゴリー７
（タイプ４のコースＦ、コースＭ⼜はコースＧＦであって、プラン１、動的タ
イプ⼜は動的ライトタイプに限ります。）、カテゴリー８（タイプ４のコースＵ
であって、プラン１、動的(ex)タイプ⼜は動的タイプに限ります。）⼜はカテ
ゴリー９（タイプ４のコースＦ、コースＭ⼜はコースＧＦであって、プラン１、
動的(ex)タイプ⼜は動的タイプに限ります。）に係る第６種契約者に限り提供
します。 

 

 ２〜８ （略）   ２〜８ （略）  
 
     (2) パターンＢ 

 
     (2) パターンＢ 

 １契約ごとに⽉額   １契約ごとに⽉額  
 区     分 料 ⾦ 額   区     分 料 ⾦ 額  
 利⽤するメールアドレスが１の場合  （略）   利⽤するメールアドレスが１の場合 （略）  
 利⽤するメールアドレスが２の場合  （略）   利⽤するメールアドレスが２の場合 （略）  
 利⽤するメールアドレスが３の場合  （略）   利⽤するメールアドレスが３の場合 （略）  
 利⽤するメールアドレスが４以上の場合  （略）   利⽤するメールアドレスが４以上の場合 （略）  
 備考   備考  
 １ 当社は、パターンＢを適⽤する電⼦メールを、カテゴリー１（タイプ２、タ

イプ３のコース１若しくはコース１の２⼜はタイプ４のコースＦ、コースＭ、
コースＢ、コースＰ１、コースＰ10若しくはコースＧＦであって、プラン２に
限ります。）、カテゴリー５（タイプ４のコースＦ、コースＭ、コースＢ、コー
スＰ１、コースＰ10⼜はコースＧＦであって、プラン２に限ります。）、カテゴ
リー７（タイプ４のコースＦ、コースＭ⼜はコースＧＦであって、プラン２に
限ります。）、カテゴリー８（タイプ４のコースＵであって、プラン２に限りま
す。）⼜はカテゴリー９（タイプ４のコースＦ、コースＭ⼜はコースＧＦであ
って、プラン２に限ります。）に係る第６種契約者に限り提供します。 

  １ 当社は、パターンＢを適⽤する電⼦メールを、カテゴリー１（タイプ３のコ
ース１若しくはコース１の２⼜はタイプ４のコースＦ、コースＭ、コースＢ、
コースＰ１、コースＰ10若しくはコースＧＦであって、プラン２に限ります。）、
カテゴリー５（タイプ４のコースＦ、コースＭ、コースＢ、コースＰ１、コー
スＰ10⼜はコースＧＦであって、プラン２に限ります。）、カテゴリー７（タイ
プ４のコースＦ、コースＭ⼜はコースＧＦであって、プラン２に限ります。）、
カテゴリー８（タイプ４のコースＵであって、プラン２に限ります。）⼜はカ
テゴリー９（タイプ４のコースＦ、コースＭ⼜はコースＧＦであって、プラン
２に限ります。）に係る第６種契約者に限り提供します。 

 

 ２〜８ （略）   ２〜８ （略）  



ＩＰ通信網サービス契約約款 別冊 （オープンコンピュータ通信網サービス 
（第２種オープンコンピュータ通信網サービスを除きます）） 【現改⽐較表】 2023年12⽉1⽇時点 

〜2023年12⽉31⽇ 2024年1⽉1⽇〜 
 

16/17 

 
４－２－３〜４－２－７ （略） 

 
４－２－３〜４－２－７ （略） 

  ５〜６ （略）   ５〜６ （略） 
 第２〜第３ （略）  第２〜第３ （略） 
 
第２表 ⼯事に関する費⽤（⼯事費（附帯サービスの⼯事費を除きます。）） 
 １ 適⽤ （略） 

 
第２表 ⼯事に関する費⽤（⼯事費（附帯サービスの⼯事費を除きます。）） 
 １ 適⽤ （略） 

 ２ ⼯事費の額  ２ ⼯事費の額 
２－１ オープンコンピュータ通信網サービス（第７種オープンコンピュータ通信網

サービスを除きます。）に係る⼯事費の額 
２－１ オープンコンピュータ通信網サービス（第７種オープンコンピュータ通信網

サービスを除きます。）に係る⼯事費の額 
    オープンコンピュータ通信網サービスの提供の開始、回線収容部の変更等、

品⽬の変更、通信⼜は保守の態様による細⽬の変更、加⼊者回線の設置若しく
は移転、利⽤者識別共通符号の変更等、回線終端装置の種類の変更等、第６種オ
ープンコンピュータ通信網サービスの区別の変更若しくは利⽤内容の変更、付
加機能の利⽤の開始、付加機能の利⽤内容の変更、端末設備の設置若しくは移
転、契約者カードの利⽤の開始、交換若しくは再発⾏⼜はその他の契約内容の
変更に関する⼯事 

    オープンコンピュータ通信網サービスの提供の開始、回線収容部の変更等、
品⽬の変更、通信⼜は保守の態様による細⽬の変更、加⼊者回線の設置若しく
は移転、利⽤者識別共通符号の変更等、回線終端装置の種類の変更等、第６種オ
ープンコンピュータ通信網サービスの区別の変更若しくは利⽤内容の変更、付
加機能の利⽤の開始、付加機能の利⽤内容の変更、端末設備の設置若しくは移
転、契約者カードの利⽤の開始、交換若しくは再発⾏⼜はその他の契約内容の
変更に関する⼯事 

 区     分 単  位 ⼯事費の額   区     分 単  位 ⼯事費の額  
 (1) ネットワーク⼯事費 

 ア イ以外に関する⼯事の場合 
(ア) (イ)から(カ)まで以外に関する⼯事の場合 （略） 

   (1) ネットワーク⼯事費 
 ア イ以外に関する⼯事の場合 

(ア) (イ)から(カ)まで以外に関する⼯事の場合 （略） 

  

 (イ) 第４種オープンコンピュータ通信網サービスに関する⼯事の場合   (イ) 第４種オープンコンピュータ通信網サービスに関する⼯事の場合  
  タイプ１に関

する⼯事の場
合 

利⽤の開始に関する⼯
事の場合 

１の⼯事ごと
に 

7,000円 
(7,700円) 

         

  上記以外に関する⼯事
の場合 

１の⼯事ごと
に 

2,000円 
(2,200円) 

         

  タイプ２から
タイプ５まで
に関する⼯事
の場合 

ア〜エ （略） （略） （略）    タイプ３から
タイプ５まで
に関する⼯事
の場合 

ア〜エ （略） （略） （略）  

  
(ウ)〜(カ) （略） 

   
(ウ)〜(カ) （略） 
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  イ （略）     イ （略）   
 (2)〜(9) （略） （略） （略）   (2)〜(9) （略） （略） （略）  
 備考 削除   備考 削除  

 
２－２ （略） 

 
２－２ （略） 

  
第３表 （略） 第３表 （略） 
料⾦表別表１〜料⾦表別表３ （略） 料⾦表別表１〜料⾦表別表３ （略） 
  

 


